
 

支払基金統一事例 

【 注射 】 

 

４９５ 糖尿病以外のキシリトール注射液の算定について 

 

《令和７年３月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

糖尿病又は糖尿病状態時の記載がないキシリトール注射液（キシリトール

注等）の算定は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

キシリトール注の添付文書の効能・効果は、「糖尿病及び糖尿病状態時の

水・エネルギー補給」である。インスリンの作用を要することなく細胞内に

取り込まれるため、インスリン欠乏による糖利用障害時においてもキシリト

ールの代謝は妨げられず、また、血糖値を上昇させることもないため、糖尿

病患者に安全に使用できる。 

ただし、糖尿病以外の患者に対する当該医薬品投与の有用性は低いと考え

られる。 

以上のことから、糖尿病又は糖尿病状態時の記載がない当該医薬品の算定

は、原則として認められないと判断した。 
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